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規 則 

 

 江東区水道法施行細則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和６年９月１９日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第７２号 

   江東区水道法施行細則の一部を改正する規

則 

江東区水道法施行細則（平成１６年３月江東区

規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

別記第１５号様式中「厚生労働大臣」を「国土

交通大臣及び環境大臣」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区水道法施行細則の別記第１５号様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

                    

 児童手当事務取扱細則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和６年９月３０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第７３号 

   児童手当事務取扱細則の一部を改正する規

則 

 児童手当事務取扱細則（昭和６３年３月江東区

規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「（法附則第２条第１項の給付を含む。

以下同じ。）」を削る。 

 第２条第１号中「ときは、」の次に「その」を

加え、同条第２号中「軽微、かつ、」を削り、

「において、これを」を「であって、これが軽微

なものであり、かつ、」に改める。 

 第３条第１項第３号中「の交付」の次に「及び

返納」を加える。 

 第４条中「第１３条」の次に「の規定」を、

「及び」の次に「その」を加える。 

 第６条第１項中「（省令第１５条において準用

する場合を含む。）」を削り、同条第２項中「の

支給事由」を「に対する児童手当の支給事由」に

改める。 

 第７条第１項各号列記以外の部分中「（省令第

１５条において準用する場合を含む。）」を削り、

同項第１号中「（省令第１５条において準用する

場合を含む。第１５条第１項を除き、以下同

じ。）」を削り、「によって」を「により」に改

め、同項第２号中「添付書類に」の次に「容易

に」を加え、同号ア中「認定請求書を」の次に

「請求者に」を加え、「当該通知書を」を「その

認定請求書に」に改め、同号アただし書中「、保

留することとし」を削り、同号ウ中「又はイ」の

次に「の規定」を加え、同項第３号中「によっ

て」を「により請求者に」に、「同号の規定によ

る」を「認定請求書の」に改め、同項第４号中

「住民票関係情報」を「住民票関係情報等」に、

「一般受給資格者の、」を「請求者の個人番号を、

並びに」に改め、「場合の」の次に「請求者の」

を、「同じ。）を」の次に「、それぞれ」を、

「もって」の次に「認定請求書の」を加え、同条

第２項第１号中「第９条第２項を除き、」を削り、

「によって」を「により」に、「次の点」を「次

のアからセまで」に改め、同号ア中「それら請求

者以外の者についても法第５条第１項又は附則第

２条第１項に規定する所得」を「これらの者の前

年の所得（１月から５月までの月分の児童手当に

ついては、前々年の所得とする。）」に改め、同

号アに後段として次のように加える。 

  この場合において、当該所得は、その生じた

年の翌年の４月１日の属する年度分の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に規定する市町

村民税又は特別区民税に係る総所得金額、退職

所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所

得等の金額、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所

得金額（譲渡所得に係る特別控除を受けた場合

は、その額を控除した額）並びに先物取引に係

る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例

適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条

約適用配当等の額の合計額とする。 

 第７条第２項第１号イ中「（省令第１５条にお

いて準用する場合を含む。以下この号において同

じ。）」を削り、「規定に基づき添付される」を

「添付書類（」に、「記載されたもの」を「記載

されたもの）」に改め、「により」の次に「、別

居監護の状況」を加え、同号ウ中「（省令第１５

条において準用する場合を含む。以下同じ。）」

を削り、「、海外留学」を「省令第１条の４第２

項第２号の添付書類（海外留学」に、「書類その

他の省令第１条の４第２項第２号の規定に基づき

添付される書類」を「書類等）」に改め、同号コ

中「３歳に満たない児童」を「三歳未満支給対象

児童」に、「第６条第１項第１号イ」を「第６条
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第２項第５号」に、「健康保険証の写し」を「年

金加入証明書」に改め、同号コを同号サとし、同

号ケ中「、請求者との監護要件及び生計要件等」

を「及び請求者が支給要件に該当するか」に改め、

同号ケを同号コとし、同号ク中「０３３１」を削

り、「児童手当の受給資格に係る申立書」を「Ｄ

Ｖのため住民票上の住所地と異なる市町村に居住

している旨の申立書」に改め、同号クを同号ケと

し、同号キを同号クとし、同号カを同号キとし、

同号オ中「したときは、」の次に「省令第１条の

４第２項第５号の添付書類（」を加え、「書類そ

の他の省令第１条の４第２項第５号の規定に基づ

き添付される書類」を「書類等）」に改め、「し

ているときは、」の次に「当該児童の状況が分か

る書類（」を加え、「入寮証明書その他の当該児

童の状況が分かる書類」を「入寮証明書等）」に

改め、「イにより」の次に「別居監護の状況等

を」を加え、同号オを同号カとし、同号エ中「と

きは、」の次に「省令第１条の４第２項第４号の

添付書類（」を加え、「戸籍抄本その他の省令第

１条の４第２項第４号の規定に基づき添付される

書類」を「戸籍抄本等）」に改め、同号エを同号

オとし、同号ウの次に次のように加える。 

  エ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者

（法第６条第２項第２号に規定する第三子

以降算定額算定対象者をいう。以下同

じ。）が日本国内に住所を有しない場合は、

省令第１条の３の２第３項に規定する理由

に該当するか否かを省令第１条の４第２項

第１２号の添付書類（海外留学に関する申

立書、留学先の学校の在学証明書、留学前

の日本国内での居住状況が分かる書類等）

により確認すること。 

 第７条第２項第１号に次のように加える。 

  シ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者

があるときは、省令第１条の４第２項第１

０号の添付書類（監護相当・生計費の負担

についての確認書）により、監護に相当す

る日常生活上の世話及び必要な保護並びに

生計費の相当部分についての負担の状況等

を確認すること。 

  ス 請求に係る第三子以降算定額算定対象者

のうちに江東区の区域外に住所を有する者

（延長者等（法第６条第２項第２号に規定

する延長者等をいう。以下同じ。）を除

く。）があるときは、省令第１条の４第２

項第１１号の添付書類（当該者の住民票の

写し又は住民票記載事項証明書であって、

当該者が世帯主である場合にはその旨、当

該者が世帯主でない場合には世帯主との続

柄が記載されたもの）により当該者が属す

る世帯の状況等を確認すること。 

  セ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者

が延長者等に該当する者でないことを、監

護相当・生計費の負担についての確認書に

より確認すること。 

 第７条第２項第２号中「によって」を「により

行う審査において」に、「又はエからカまで」を

「、オ、カ、キ及びケ」に改め、同条第３項各号

列記以外の部分中「によって」を「により」に、

「の額」を「の支給額」に改め、同項第２号中

「児童手当（特例給付）認定通知書」を「児童手

当認定通知書」に、「請求者」を「受給者」に改

め、同項第５号中「同居父母以外に」を「当該同

居父母以外に」に、「連絡し、児童手当（特例給

付）における同居父母に係る認定について（通

知）」を「連絡するとともに、児童手当における

同居父母に係る認定について（通知）」に改め、

同条第４項各号列記以外の部分中「によって」を

「により」に改め、同項第２号中「児童手当（特

例給付）認定請求却下通知書」を「児童手当認定

請求却下通知書」に改める。 

 第８条第１項中「例により」を「規定の例によ

り」に改め、同条第２項第１号中「によって」を

「により」に、「この場合においては」を「特

に」に改め、「第１条の２第１項に規定する」の

次に「期間以内の児童自立生活援助（児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第１項

の児童自立生活援助をいう。）が行われている者、

省令第１条の２第２項に規定する」を加え、「同

条第２項から第４項までに規定する」を「同条第

３項から第５項までに掲げる」に改め、「の入

所」の次に「若しくは入院」を加え、「施設入所

等児童」を「、施設入所等児童」に改め、同項第

２号中「によって」を「により行う審査におい

て」に改め、同項に次の１号を加える。 

(3) 児童のうちに三歳未満施設入所等児童（法

第６条第２項第９号に規定する三歳未満施設

入所等児童をいう。）がない受給者について

は、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等

により被用者又は被用者等でない者の別の確

認を行う必要がないこと。 

 第８条第３項中「によって」を「により」に、

「の額」を「の支給額」に改め、同条第４項中

「によって」を「により」に改める。 

 第９条第１項各号列記以外の部分中「（省令第
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１５条において準用する場合を含む。）」を削り、

同項第１号中「によって」を「により」に改め、

同条第２項ただし書を削り、同条第３項各号列記

以外の部分中「によって」を「により」に、「の

額」を「の支給額」に、「決定し」を「決定する

とともに」に改め、同項第１号中「その他所要の

事項及び」を「及び新たに算定対象となった第三

子以降算定額算定対象者の氏名並びに」に、「の

額」を「の支給額」に改め、同項第２号中「児童

手当（特例給付）額改定通知書」を「児童手当額

改定通知書」に改め、同条第４項各号列記以外の

部分中「によって」を「により」に、「の額」を

「の支給額」に改め、同項第２号中「児童手当

（特例給付）額改定請求却下通知書」を「児童手

当額改定請求却下通知書」に改める。 

 第１０条第１項中「（省令第１５条において準

用する場合を含む。）」を削り、「前条第１項」

を「、前条第１項」に改め、同条第２項各号列記

以外の部分中「によって」を「により」に改め、

同項第１号中「に係る記録」を「又は第三子以降

算定額算定対象者」に、「の額」を「の支給額」

に改め、同条第３項中「によって」を「により」

に、「ものと認めた」を「ことを確認した」に、

「受給者情報」を「児童手当受給者情報」に改め

る。 

 第１１条第１項中「この条」の次に「及び第３

３条」を加え、「例により」を「規定の例によ

り」に改め、同条第３項各号列記以外の部分中

「によって」を「により」に、「の額」を「の支

給額」に、「決定し」を「決定するとともに」に

改め、同項第１号中「その他所要の事項」を削り、

「の額」を「の支給額」に改め、同条第４項中

「によって」を「により」に、「の額」を「の支

給額」に改める。 

 第１２条第２項及び第３項中「によって」を

「により」に改める。 

 第１３条第２項中「によって」を「により」に、

「処理」を「審査」に改め、同条第３項中「によ

って」を「により」に改め、同条第４項を次のよ

うに改める。 

４ 第２項の規定により審査した結果、法第４条

第２項又は第３項の児童の生計を維持する程度

の高い者に該当すると認められる者に対する児

童手当は、原則として、当該審査をした年の８

月から翌年７月まで支給するものとする。 

 第１３条第５項各号列記以外の部分中「によっ

て」を「により」に改め、同項第１号中「引き続

いて」を「引き続き」に改め、同項第２号中「児

童手当（特例給付）支給事由消滅通知書」を「児

童手当支給事由消滅通知書」に改め、同条第６項

中「（法附則第２条第４項において準用する場合

を含む。第２５条において同じ。）」を削る。 

 第１４条第１項中「によって」を「により」に

改める。 

 第１５条第１項第１号及び第２号中「によっ

て」を「により」に改め、同条第３項中「によっ

て」を「により」に、「引き続いて」を「引き続

き」に改め、同条第４項各号列記以外の部分中

「によって」を「により」に改め、同項第１号中

「引き続いて」を「引き続き」に改める。 

 第１６条各号列記以外の部分中「（省令第１５

条において準用する場合を含む。）」を削り、同

条第１号及び第２号中「に係る記録」を削る。 

 第１７条中「若しくは第４項（これらの規定を

省令第１５条において準用する場合を含む。）」

を「、第４項」に改める。 

 第１８条中「（省令第１５条において準用する

場合を含む。）」を削る。 

 第１９条中「（これらの規定を省令第１５条に

おいて準用する場合を含む。）」を削る。 

 第２０条各号列記以外の部分中「（省令第１５

条において準用する場合を含む。）」を削り、同

条第１号中「引き続いて」を「引き続き」に改め

る。 

 第２１条の見出し中「消滅」を「消滅等」に改

め、同条各号列記以外の部分中「によって児童手

当の額」を「により児童手当の支給額」に改め、

同条第１号中「の額」を「の支給額」に改め、同

号ア中「児童」の次に「又は第三子以降算定額算

定対象者」を加え、同条第２号ア中「定める」を

「規定する」に改め、同号ウ中「支給対象」を

「一般受給者に係る支給対象」に、「その父母

等」を「当該一般受給者」に改め、同号エ中「支

給対象の児童」を「施設入所等児童」に、「里親

等又は施設設置者」を「施設等受給者」に改め、

同号キを削り、同号ク中「アからキ」を「アから

カ」に改め、同号クを同号キとし、同号を同条第

３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 一般受給者（法第６条第３項の第三子以降

算定額を受給している者に限る。）であって、

支給対象児童のうちに１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日を経過する者があること

により、前項の職権による支給額の改定をす

ることとなるものに対しては、特に注意を払

い、当該児童が同日の翌日以後、第三子以降

算定額算定対象者となる場合には、監護相
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当・生計費の負担についての確認書の提出が

必要となる旨を周知徹底するものとする。 

 第２３条第５項中「し、児童手当（特例給付）

支払通知書（別記第１４号様式）又は児童手当支

払通知書（施設等受給者用）（別記第１５号様

式）により受給者に送付」を削り、同条第６項を

同条第７項とし、同条第５項の次に次の１項を加

える。 

６ 前項の規定にかかわらず、法第８条第４項た

だし書の規定による児童手当の支払を行う場合

は、児童手当（特例給付）支払通知書（別記第

１４号様式）又は児童手当支払通知書（施設等

受給者用）（別記第１５号様式）により受給者

に送付するとともに、受給者情報に支払金額及

び支払年月日を記録するものとする。 

 第２４条各号列記以外の部分中「（省令第１５

条において準用する場合を含む。）」を削り、同

条第２号ア中「（法附則第２条第４項において準

用する場合を含む。）」、「中学校修了前の」及

び「（以下この条において「中学校修了前の児童

であった者」という。）」を削り、「児童手当

（特例給付）未支払支給決定通知書」を「児童手

当未支払支給決定通知書」に改め、同号ウ中「中

学校修了前の」を削り、同条第３号ア中「中学校

修了前の」を削り、「児童手当（特例給付）未支

払請求却下通知書」を「児童手当未支払請求却下

通知書」に改め、同号ウ中「中学校修了前の」を

削る。 

 第２５条第１項第２号中「児童手当（特例給

付）支払差止通知書」を「児童手当支払差止通知

書」に改める。 

 第２６条第１号ア中「児童手当（特例給付）支

払差止通知書」を「児童手当支払差止通知書」に

改める。 

 第３０条第１項中「（法附則第２条第４項にお

いて準用する場合を含む。以下同じ。）」を削り、

同条第２項各号列記以外の部分中「（省令第１５

条において準用する場合を含む。）」を削り、同

項第１号中「（法附則第２条第４項において準用

する場合を含む。）」及び「（これらの規定を法

附則第２条第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）」を削る。 

 第３１条各号列記以外の部分中「児童手当（特

例給付）個人番号変更等申出書」を「児童手当個

人番号変更等申出書」に改め、同条第１号中「若

しくは個人番号又は児童の個人番号」を「及び個

人番号、児童の個人番号又は第三子以降算定額算

定対象者の個人番号」に改める。 

 第３３条各号列記以外の部分中「それぞれ」を

削り、同条第３号中「認定請求書」の次に「及び

認定請求書（施設等受給資格者用）」を加え、同

条第６号中「額改定認定請求書」の次に「及び額

改定認定請求書（施設等受給者用）」を加える。 

 別記第３号様式を次のように改める。
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別記第３号様式（第７条関係） 
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 別記第４号様式中「（特例給付）」を削る。 

 別記第５号様式中「児童手当（特例給付） 認

定請求却下通知書」を「児童手当認定請求却下通

知書」に改める。 

 別記第６号様式を次のように改める。
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別記第６号様式（第８条関係） 
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 別記第８号様式を次のように改める。
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別記第８号様式（第９条関係） 
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 別記第９号様式中「児童手当（特例給付） 額

改定請求却下通知書」を「児童手当額改定請求却

下通知書」に改める。 

 別記第１０号様式を次のように改める。
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別記第１０号様式（第１１条関係） 
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 別記第１２号様式中「児童手当（特例給付）  

支給事由消滅通知書」を「児童手当支給事由消滅

通知書」に、「（特例給付）の支給事由」を「の

支給事由」に改める。 

 別記第１６号様式中「児童手当（特例給付）  

未支払支給決定通知書」を「児童手当未支払支給

決定通知書」に、「（特例給付）の支給」を「の

支給」に改める。 

 別記第１８号様式中「児童手当（特例給付）  

未支払請求却下通知書」を「児童手当未支払請求

却下通知書」に、「（特例給付）の支給」を「の

支給」に改める。 

 別記第２０号様式中「児童手当（特例給付）  

支払差止通知書」を「児童手当支払差止通知書」

に、「（特例給付）の支払」を「の支払」に改め

る。 

 別記第２５号様式及び別記第２６号様式を次の

ように改める。
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別記第２５号様式（第３０条関係） 
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別記第２６号様式（第３１条関係） 
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 別記第２８号様式を次のように改める。 
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別記第２８号様式（第３２条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年１０月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の児童手当事務取扱細則の別記様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

                    

 江東区中国残留邦人等に係る支援給付及び配偶

者支援金事務取扱細則の一部を改正する規則を公

布する。 

  令和６年９月３０日 

江東区長  大久保 朋 果    

◎江東区規則第７４号 

   江東区中国残留邦人等に係る支援給付及び

配偶者支援金事務取扱細則の一部を改正す
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る規則 

 江東区中国残留邦人等に係る支援給付及び配偶

者支援金事務取扱細則（平成２０年３月江東区規

則第２５号）の一部を次のように改正する。 

別記第８号様式中「印」を「職員名」に改める。 

別記第９号様式中「受領印」を「受領者名」に

改める。 

別記第１０号様式及び別記第１１号様式中「交

付職員印」を「交付職員氏名」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区中国残留邦人等に係る支援給付及び配

偶者支援金事務取扱細則の別記様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

                    

 江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に

関する事務の取扱いに関する規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和６年９月３０日 

江東区長  大久保 朋 果    

◎江東区規則第７５号 

   江東区職員に対する児童手当の認定及び支

給に関する事務の取扱いに関する規則の一

部を改正する規則 

 江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に

関する事務の取扱いに関する規則（昭和４７年３

月江東区規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条中「（法附則第２条第１項の規定による

給付（以下「特例給付」という。）を含む。）」

を削る。 

 第４条を削る。 

   附 則 

この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

                    

 江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条例施

行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１０月４日 

江東区長  大久保 朋 果    

◎江東区規則第７６号 

   江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条

例施行規則の一部を改正する規則 

 江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条例施

行規則（平成６年４月江東区規則第２７号）の一

部を次のように改正する。 

 別記第１号様式、別記第２号様式、別記第４号

様式、別記第５号様式及び別記第９号様式中

「印」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区私立幼稚園施設整備資金融資基金条例

施行規則の別記様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

                    

 江東区清掃リサイクル条例施行規則の一部を改

正する規則を公布する。 

  令和６年１０月４日 

江東区長  大久保 朋 果    

◎江東区規則第７７号 

   江東区清掃リサイクル条例施行規則の一部

を改正する規則 

 江東区清掃リサイクル条例施行規則（平成１２

年３月江東区規則第４４号）の一部を次のように

改正する。 

 第４７条第２項第９号及び第５４条第１項第１

号イ中「自動車検査証」を「自動車検査証記録事

項」に改める。 

 別記第１号様式中「印」を削る。 

 別記第２号様式中「○印 」を削る。 

 別記第３号様式中「印」を削る。 

 別記第５号様式中 

「氏名      印」 

を 

「氏名       」 

に改める。 

 別記第２５号様式から別記第２７号様式まで、

別記第２９号様式、別記第３０号の２様式及び別

記第３３号様式中「印」を削る。 

 別記第３４号様式中 

「氏 名      印」 

を 

「氏 名       」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前
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の江東区清掃リサイクル条例施行規則の別記様

式による用紙で、現に残存するものは、所要の

修正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区浄化槽法施行細則の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和６年１０月４日 

江東区長  大久保 朋 果    

◎江東区規則第７８号 

   江東区浄化槽法施行細則の一部を改正する

規則 

 江東区浄化槽法施行細則（平成１８年３月江東

区規則第４７号）の一部を次のように改正する。 

 別記第４号様式から別記第６号様式まで及び別

記第１６号様式から別記第１８号様式までの規定

中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区浄化槽法施行細則の別記様式による用

紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

                    

 江東区用品調達基金条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和６年１０月４日 

江東区長  大久保 朋 果    

◎江東区規則第７９号 

   江東区用品調達基金条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区用品調達基金条例施行規則（昭和４１年

４月江東区規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

第１３条第２項後段を削る。 

第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 
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第１号様式（第７条・第１３条関係） 
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第２号様式（第７条・第１３条関係） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区用品調達基金条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓 令 

 

◎江東訓令甲第１２号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

事  業  所    

 江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に

関する事務取扱規程（昭和６１年５月江東区訓令

甲第１３号）の一部を次のように改正する。 

  令和６年９月３０日 

江東区長  大久保 朋 果 

 第１条中「（規則第４条において準用する場合

を含む。）」及び「（法附則第２条第１項の給付

を含む。以下同じ。）」を削る。 

 第３条各号列記以外の部分中「児童手当・特例

給付認定請求書」を「児童手当認定請求書」に改

め、同条第１号ア中「児童手当（特例給付）関係

書類返戻（保留）通知書」を「児童手当関係書類

返戻（保留）通知書」に改め、同条第３号ア中

「児童手当（特例給付）認定（認定請求却下）通

知書」を「児童手当認定（認定請求却下）通知

書」に改め、同号イ中「児童手当・特例給付にお

ける同居父母に係る認定について」を「児童手当

における同居父母に係る認定について」に改め、

同号ウ中「児童手当・特例給付受給者台帳」を

「児童手当受給者台帳」に改める。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「児童手

当・特例給付額改定認定請求書」を「児童手当額

改定認定請求書」に、「児童手当・特例給付額改

定届」を「児童手当額改定届」に改め、同項第２

号中「児童手当（特例給付）額改定（額改定請求

却下）通知書」を「児童手当額改定（額改定請求

却下）通知書」に改める。 

第５条各号列記以外の部分中「児童手当・特例

給付現況届」を「児童手当現況届」に改め、同条

第２号中「児童手当（特例給付）支給事由消滅通

知書」を「児童手当支給事由消滅通知書」に改め

る。 

第６条中「児童手当・特例給付受給事由消滅

届」を「児童手当受給事由消滅届」に改める。 

第７条中「未支払児童手当・特例給付請求書」

を「未支払児童手当請求書」に、「未支払児童手

当（特例給付）支給決定（請求却下）通知書」を

「未支払児童手当支給決定（請求却下）通知書」

に改める。 

第８条中「（法附則第２条第４項において準用

する場合を含む。）」を削り、「児童手当（特例
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給付）支払差止め通知書」を「児童手当支払差止

通知書」に改める。 

第９条中「児童手当・特例給付個人番号変更等

申出書」を「児童手当個人番号変更等申出書」に

改める。 

別記第１号様式中 

「 児童手当 
関係書類 

 

 特例給付 」 

を 

「 児童手当 関係書類 」 

に改める。 

別記第２号様式中「・特例給付」及び「○印 」

を削る。 

 別記第３号様式を次のように改める。
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別記第３号様式（第３条関係） 
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 別記第４号様式中「・特例給付」を削る。 

 別記第５号様式及び別記第６号様式を次のよう

に改める。
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別記第５号様式（第３条関係） 
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別記第６号様式（第４条関係） 
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別記第７号様式中 

「 児童手当 
支給事由消滅通知書 

 

 特例給付 」 

を 

「 児童手当 支給事由消滅通知書 」 

に、 

「 
下記のとおり 

児童手当  

 特例給付 」 

を 

「 下記のとおり 児童手当 」 

に改める。 

 別記第８号様式を次のように改める。
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別記第８号様式（第７条関係） 
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 別記第９号様式中 

「 児童手当 
支給差止め通知書 

 

 特例給付 」 

を 

「 児童手当 支給差止通知書 」 

に、 

「 
下記のとおり 

児童手当  

 特例給付 」 

を 

「 下記のとおり 児童手当 」 

に、「支払差止め」を「支払差止」に改める。 

 別記第１０号様式を次のように改める。 
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別記第１０号様式（第９条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年１０月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前

の江東区職員に対する児童手当の認定及び支給

に関する事務取扱規程の別記様式による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 
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告 示 

 

◎江東区告示第３３１号 

 下記事件につき、令和６年第３回江東区議会定

例会を９月１９日に招集する。 

令和６年９月１１日 

 江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 令和５年度決算に基づく江東区健全化判断比

率について 

２ 令和５年度江東区一般会計歳入歳出決算 

３ 令和５年度江東区国民健康保険会計歳入歳出

決算 

４ 令和５年度江東区介護保険会計歳入歳出決算 

５ 令和５年度江東区後期高齢者医療会計歳入歳

出決算 

６ 令和６年度江東区一般会計補正予算（第３

号） 

７ 保育所の指定管理者の指定について 

８ 児童館の指定管理者の指定について 

９ 子ども家庭支援センターの指定管理者の指定

について 

１０ 区立都市公園の一部における指定管理者の

指定について 

１１ 区民農園の指定管理者の指定について 

１２ 図書館の指定管理者の指定について 

１３ 自転車駐車場の指定管理者の指定について 

１４ 福祉会館の指定管理者の指定について 

１５ 江東区スポーツ会館改修工事請負契約 

１６ 江東区スポーツ会館電気設備改修工事請負

契約 

１７ 江東区スポーツ会館機械設備改修工事請負

契約 

１８ 江東区障害者福祉センター改修工事請負契 

約 

１９ 江東区障害者福祉センター電気設備改修工

事請負契約 

２０ 江東区障害者福祉センター機械設備改修工

事請負契約 

２１ 江東区深川南部保健相談所外１ヶ所改修工

事請負契約 

２２ 江東区深川南部保健相談所外１ヶ所電気設

備改修工事請負契約 

２３ 江東区深川南部保健相談所外１ヶ所機械設

備改修工事請負契約 

２４ 災害備蓄用ウェットティッシュ供給契約 

２５ 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正

する条例 

２６ 江東区職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例 

２７ 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例 

２８ 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正する条例 

２９ 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

３０ 江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例 

                    

◎江東区告示第３３７号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年９月２０日 

 江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第３４７号 

 江東区道路占用規則（昭和５２年９月江東区規

則第４５号）第１７条の規定に基づき定めた、道

路掘さく復旧工事監督事務費徴収単価表及び道路

掘さく復旧費徴収単価表（令和５年９月江東区告

示第３０８号）の全部を別紙のとおり改正し、令

和６年１０月１日から施行する。ただし、同日前

に掘さく復旧面積又は掘さく復旧延長を確認した

ものについては、なお従前の例による。 

令和６年９月２６日 

 江東区長  大久保 朋 果 



（第 920 号）             江 東 区 公 報    令和 6 年 10月 15日（火曜日） 

 

 

 

38 

[別紙] 
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◎江東区告示第３４８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和６年９月２６日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和６年９月２６日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 
整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 江１３９号 

江東区毛利二丁目

１３番４先から 

江東区大島二丁目

５７番６先まで 

なし 
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◎江東区告示第３４９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和６年９月２６日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和６年９月２６日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 江１３９号 

江東区毛利二

丁目１８番８

から 

江東区大島二

丁目５７番６

先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第３５０号 

 令和６年９月２６日、江東区議会の議決を経た、

令和６年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和６年９月２６日 

江東区長  大久保 朋 果   

            記 

１ 令和６年度江東区一般会計補正予算（第３

号） 
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◎江東区告示第３５２号 

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７

号）第５条の規定により、令和６年度インフルエ

ンザ予防接種について下記のとおり告示する。 

  令和６年９月３０日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 定期予防接種の種類 

 インフルエンザ（Ｂ類疾病） 

２ 接種対象者及び負担費用 

(1) 江東区内に居住する者で、下表の接種対象

者の欄に掲げるもの 
接種対象者 自己負担額 

ア 昭和３５年１月１日以前生ま

れであり、かつ、予防接種日当

日６５歳以上である者 

イ 区が必要と認める以下に掲げ

る事項に該当する昭和３４年１

０月２日から昭和４０年１月１

日生まれの者であり、かつ、予

防接種日当日６０歳以上である

者 

心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免

疫不全ウィルス（ＨＩＶ）疾患

のある障害者手帳１級相当の者 

２,５００

円 

ウ 上記に該当し、かつ、生活保

護法による被保護者又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律による支援給付受

給者 

エ 令和６年１２月３１日現在７

５歳以上である者 

免除 

(2) 他区（江東区を除く２２区）に居住する者

で、(1)の表に該当するもの（負担額につい

ては他区の規定に準じる。） 

３ 実施の時期 

  令和６年１０月１日から令和７年１月３１日

まで 

４ 場所 

  別表に掲げる実施医療機関（江東区長の要請

に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師

に係る医療機関） 

５ 実施方法 

  社団法人江東区医師会に委託して、個別接種

を実施する。 

６ 接種不適当者及び接種要注意者 

 (1) 予防接種を受けることができない者（接種

不適当者） 

ア 明らかに発熱のある者 

イ 重篤な急性疾患にかかっていることが明ら

かな者 

ウ インフルエンザ予防接種に含まれる成分に

よって、ひどいアレルギー反応を起こしたこ

とがある者 

エ その他、医師が不適当な状態と判断した場  

合 

(2) 接種の判断を行うに際し、注意を要する者

（接種要注意者） 

ア 心臓病、腎臓（じんぞう）病、肝臓病や血

液、その他慢性の病気で治療を受けている者 

 イ 前にインフルエンザの予防接種を受けたと

き、２日以内に発熱、発疹（ほっしん）、じ

んましんなどアレルギーを思わす異常が見ら

れた者 

 ウ 今までにけいれんを起こしたことがある者 

 エ 今までに中耳炎や肺炎などによくかかり、

免疫状態を検査して異常を指摘されたことの

ある者 

 オ インフルエンザ予防接種の成分又は鶏卵、

鶏肉、その他鶏由来のものに対して、アレル

ギーがあるといわれたことがある者
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◎江東区告示第３５３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

令和６年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所

在地及び代表者の氏名 

  名称 楽天グループ株式会社 

所在地 東京都世田谷区玉川一丁目１４番１

号楽天クリムゾンハウス 

代表者 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩

史 

２ 指定年月日 

  令和６年１０月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第３５４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

令和６年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所

在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 株式会社アイモバイル 

所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２

０号関電不動産渋谷ビル８階 

代表者 代表取締役社長 野口 哲也 

 (2) 名称 ＰａｙＰａｙ株式会社 

所在地 東京都千代田区紀尾井町１‐３ 

代表者 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

中山 一郎 

２ 指定年月日 

  令和６年１０月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第３５５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

令和６年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

 (1) 名称 株式会社ＪＲ東日本ネットステーシ

ョン 

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷５‐２７‐

１１アグリスクエア新宿４階 

代表者 代表取締役社長 西尾 寿子 

 (2) 名称 株式会社ＤＧフィナンシャルテクノ

ロジー 

所在地 東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番

７号 

代表者 代表取締役 篠 寛 

２ 指定年月日 

  令和６年１０月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第３５６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

令和６年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所

在地及び代表者の氏名 

  名称 株式会社さとふる 

所在地 東京都中央区京橋２‐２‐１京橋エ

ドグラン１３階 

代表者 代表取締役社長 藤井 宏明 

２ 指定年月日 

  令和６年１０月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第３５７号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお
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り告示する。 

令和６年１０月 1日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０６５６２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  合同会社福老ふくろうプランニング 

   東京都江東区森下２‐６‐１メゾネット小

林２０２号室 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  合同会社福老 

   東京都江東区森下２‐６‐１メゾネット小

林２０２号室 

    代表社員 本村 真佐子 

４ 廃止年月日 

  令和６年８月３１日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第３５８号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和６年１０月 1日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０５２３４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  環介護センター 

   東京都江東区東陽５‐２５‐１４ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社エンパワーメント 

   東京都江東区東陽５‐２５‐１４ 

    代表取締役 加藤 陽子 

４ 廃止年月日 

  令和６年９月３０日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第３５９号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和６年１０月 1日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００３２２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  いちばん星リハカフェ 

   東京都江東区平野２‐３‐１０サンハイム

深川１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社こだま 

   東京都江東区森下２‐１７‐７さくらマン

ション２Ａ 

    代表取締役 宮川 美葉 

４ 廃止年月日 

  令和６年９月３０日 

５ サービスの種類 

  地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第３６１号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和６年１０月 1日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０４８５６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  アリカケアサービス 

   東京都江東区北砂２‐１‐３２ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  合同会社瑞穂 

   東京都江東区北砂２‐１‐３２ 

    代表社員 西村 ちぐさ 

４ 廃止年月日 

  令和６年８月３１日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第３６３号 

江東区男女共同参画推進センターにおける下記

の公金の収納については、地方自治法第２４３条

の２第１項の規定に基づき、下記のとおり私人に

委託したので告示する。 

  令和６年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果    

           記 
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１ 委託の相手方  パーソルビジネスプロセス

デザイン株式会社 

本部長 藤原 理絵 

２ 事務所の所在地  東京都港区芝浦三丁目４

番１号グランパークタワ

ー３３階 

３ 委託の内容    

(1) 江東区男女共同参画推進センター条例（平

成２年１２月江東区条例第３０号）第７条第

１項に規定する江東区男女共同参画推進セン

ターの使用料及び同条第２項に規定する施設

備付特殊器具の利用料の収納事務委託 

 (2) 江東区男女共同参画推進センターにおいて

開催する講座に要する材料費の売払代金の収

納事務委託 

４ 指定日   

令和６年１０月１日 

５ 委託日   

令和６年１０月１日 

                    

◎江東区告示第３６４号 

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７

号）第５条の規定により、令和６年度新型コロナ

ウイルス感染症予防接種について下記のとおり告

示する。 

  令和６年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 定期予防接種の種類 

 新型コロナウイルスワクチン（Ｂ類疾病） 

２ 接種対象者及び負担費用 

(1) 江東区内に居住する者で、下表の接種対象

者の欄に掲げるもの 

接種対象者 自己負担額 

ア 昭和３５年１月１日以前生ま

れであり、かつ、予防接種日当

日６５歳以上である者 

イ 区が必要と認める以下に掲げ

る事項に該当する昭和３５年１

月２日から昭和４０年４月１日

生まれの者であり、かつ、予防

接種日当日６０歳以上である者 

心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免

疫不全ウィルス（ＨＩＶ）疾患

のある障害者手帳１級の者 

２,５００

円 

ウ 上記に該当し、かつ、生活保

護法による被保護者又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援

免除 

に関する法律による支援給付受

給者 

エ 令和６年１２月３１日現在７

５歳以上である者 

(2) 他区（江東区を除く２２区）に居住する者

で、(1)の表に該当するもの（負担額につい

ては他区の規定に準じる。） 

３ 実施期間 

  令和６年１０月１日から令和７年３月３１日

まで 

４ 場所 

  別表に掲げる実施医療機関 

５ 実施方法 

  公益社団法人江東区医師会に委託して、個別

接種を実施する。 

６ 予防接種を受けることが適当でない者 

(1) 明らかな発熱を呈している者 

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明ら

かな者 

(3) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種

の接種液の成分によってアナフィラキシーを

呈したことがあることが明らかな者 

(4) 上記に該当する者のほか、医師が予防接種

を受けることが不適当だと判断した者 

７ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する

者 

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血

系疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者 

(2) 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられ

た者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症

状を呈したことがある者 

(3) 過去にけいれんの既往のある者 

(4) 過去に免疫不全の診断がされている者及び

近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

(5) 接種しようとする接種液の成分に対してア

レルギーを呈するおそれのある者
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◎江東区告示第３６５号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年１０月２日 

 江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第３６６号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和６年１０月３日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０７１４９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  アミカルケア 

東京都江東区冬木４‐１７堀冬木ビル２０

２ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社サンライフ 

東京都江東区東陽５‐５‐２ 

代表取締役 上月 伸一 

４ 指定年月日 

令和６年１０月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第３６７号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

令和６年１０月３日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

施設名 所在地 確認年月日 
施設等の

種類 

江東区古

石場児童

館 

東京都江東

区古石場１

‐１１‐１

１ 

令和５年７

月１日 

一時預か

り事業 

江東区東

砂児童館 

東京都江東

区東砂７‐

１５‐３ 

令和６年７

月１日 

一時預か

り事業 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１４号 

 下記により、令和６年第４回江東区教育委員会

臨時会を招集する。 

  令和６年９月１３日 

 江東区教育委員会    

教育長  本 多 健一朗    

          記 

１ 日時 令和６年９月１８日（水）  

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

   日程第１ 議案第３４号 江東区立学校の

管理運営に関す

る規則の一部を

改正する規則 

４ 報告事項 

 

(1) 教育に関する意識調査の実施について ほ  

  か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

２条第５項の規定に基づき、住民監査請求に係る

監査の結果を、別紙のとおり公表する。 

令和６年９月６日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       藏 田 朝 彦 

同        やしきだ 綾香  

同        河 野 清 史  

〔別紙省略〕 
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区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和６年第３回定例会） 

９月１９日から開会した令和６年第３回江東区

議会定例会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

議案第８３号 令和６年度江東区一般会計補

正予算（第３号） 

（９月２６日原案可決） 

２ 報告（区長提出） 

 報告第４号 令和５年度決算に基づく江東区

健全化判断比率について 

（９月１９日報告） 

３ その他の議決事項等 

令和５年度決算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

令和６年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

（以上９月１９日設置及び選任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


